
令和４年５月24日
（保健体育課扱い）

各県立学校長 殿

保健体育課長

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等について（依頼）

このことについて，別添写しのとおり文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課か
ら依頼がありました。

その内容として，新たな対処方針における学校の取扱いに係る記載について，マスク
着用の考え方等が改めて追記されましたが，学校におけるマスク着用の考え方について
は，現在の学校衛生管理マニュアルに示す内容から変更はありません。

ついては，マスク着用に関する考え方については，これまでも，「学校における新型
コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」において示しているところですが，
改めて関係職員へ周知してください。

なお，今後，学校生活におけるマスクの着用に関する考え方等について示された際は，
改めて連絡します。

連絡先
担 当：健康教育係 永田
電 話：０９９-２８６-５３１８
ＦＡＸ：０９９-２８６-５６７１
※ 本文書の文書管理上の分類記号

「Ｇ－３－０（保健管理総括）」
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https: / / www. kantei . go. j p/ j p/ si ngi / novel _coronavi rus/ th_si ryou/ ki hon_r_040523. pdf  
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https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_r_040523.pdf
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